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（本要綱の範囲および変更等） 

第１条 本要綱は、ボートレース鳴門メインスタンド４階特別室（以下「特別

室」といいます。）を利用する際の鳴門市企業局長（以下「施設管理者」と

いいます。）と特別室利用者との一切の関係に適用します。 

２ 利用者とは、本要綱の内容を承諾の上、所定の手続に従い特別室の利用の

届出をし、施設管理者から利用許可を受けた方をいいます。 

３ 施設管理者は、利用者に事前の通知をすることなく、本要綱等を変更する

ことができます。 

４ 施設の使用について、ご希望に添えないことがあります。 

 

（利用目的） 

第２条 特別室は、舟券購入等の目的で利用できます。 

 

（施設の概要） 

第３条 特別室の概要については、下記のとおりです。 

ボートレース鳴門 メインスタンド ４階特別室 

所  在 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４８－１ 

構 造 等 鉄骨造鋼板葺７階建 

（うち４階特別室とロイヤルルームの喫煙室・トイレ部分が利用可能） 

床 面 積 特別室約８０㎡ 

そ の 他 発払投票機２台(うち１台キャッシュレス入出金機能あり)、 

       キャッシュレス投票機１台 

 

（利用可能人数） 

第４条 特別室を利用することができる人数は、原則８名以上２５名以下とし

ます。ただし、施設管理者が許可を出した場合は、この限りではない。 

 

（利用可能日） 

第５条 原則として開催日のみ利用が可能です。ただし、施設管理者等の行

事、ＧⅡレース以上の開催時等により利用できない場合がありますので、予

約時にご確認ください。また、施設の点検、補修および改造等施設の管理運

営上やむを得ない場合は、別途施設に掲示のうえ臨時に休業日を設ける、あ

るいは利用の制限ができるものとし、臨時休業日の設定および変更等を行う

場合であっても利用者に対しての補償はしません。 

 

（サービス） 

第６条 ロイヤルシートのドリンクコーナー、お菓子、前日予想紙(ＨＰ掲載
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分)、ケータリング等のサービスは受けられます。 

 

（利用時間） 

第７条 特別室を利用できる時間は、開門時間から１２R終了までとします。 

※ 利用時間を厳守してください。 

 

（利用の申請方法） 

第８条 特別室の利用を希望する方は、利用希望日の３０日前（当該日が担当

部署の休日の時は次の営業日）から７日前（当該日が担当部署の休日の時は

次の営業日）までに『ボートレース鳴門 メインスタンド ４階特別室利用

者情報』に記入し、受付時間内に担当部署に提出するものとします。電話・

ＦＡＸの申し込みも可としますが、受付期間以外の受付は無効とみなしま

す。 

提出先 〒７７２－８５１０ 

鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４８ 

鳴門市 企業局 ボートレース企画課 

ＴＥＬ ０８８‐６８５‐８１１１ 

ＦＡＸ ０８８‐６８５‐０３４２ 

２ 利用申請の窓口での受付時間は、担当部署の営業時間中とします。営業時

間は、ボートレース開催の都合上、日によって異なりますので事前に電話等

でお問い合わせください。 

３ 内容により、施設管理者が質問や確認等をする場合があります。 

４ １日１室限定で先着順となります。 

 

（利用料） 

第９条 特別室の利用料は、１日１室当たり３０，０００円（消費税及び地方

消費税、光熱水費を含む。以下同じ。）とします。 

  第１項の利用料は、施設の利用希望日の当日に納付してください。 

２ 目的が舟券購入のため、別途、入場料がかかります。 

 

（利用の制限） 

第１０条 以下の事項にあてはまる場合、あるいは施設管理者が利用にふさわ

しくないと判断した場合は特別室の利用を制限し、利用申込決定後または利

用中において、利用の取消しまたは利用停止の処置をとる場合があります。

この場合に生じる利用者のいかなる損害に対して施設管理者は一切の責任を

負いません。 

（１）公の秩序を乱す、または善良な風俗を害する等、管理上または風紀上



4 

 

好ましくないと認められるとき。 

（２）政治的または宗教的集会、各種勧誘、募金活動等と認められるとき。 

（３）利用者が２０歳未満であるとき。（保護者と同伴も不可となりま

す。） 

（４）施設等を損傷または滅失するおそれがあるとき。 

（５）集団的にまたは常習的に暴力的不当行為等を行うおそれがある組織の

利益になると認められるとき。 

（６）施設管理上支障があると施設管理者が判断したとき。 

（７）火気の使用あるいは危険物の持ち込み等を行うまたはその恐れがある

とき。 

（８）利用者が第三者に会場の利用権の全部または一部の譲渡・転貸の恐れ

があるとき。 

（９）申込内容が実際と異なる、または偽りがあったとき。 

（１０）関係法令に反する、または関係官公署の指示に反するとき。 

（１１）注意に従わない、または本要綱に違反すると施設管理者が判断した

とき。 

（１２）商品を不特定の消費者に販売することを主目的とする等商業目的で

利用すると認められるとき。 

（１３）音・振動・臭気の発生により、周囲に迷惑を及ぼす、またはそのお

それがあるとき。 

（１４）来場者・受講者数が施設の許容範囲を超える、または、周囲に迷惑

を及ぼすと施設管理者が判断したとき。 

（１５）天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著し

い変化、または、施設管理者の経営上の都合その他やむを得ない事由が

発生したとき。 

（１６）その他特別室の管理上・運営上支障があると認められるとき。 

 

（勝舟投票券発売及び払戻設備の利用） 

第１１条 勝舟投票券発売及び払戻設備について利用できます。 

 

（利用上の注意点） 

第１２条 本要綱および法の定める事項を遵守してください。 

２ 利用に際しては、他の来場者等に対して、迷惑行為となるような言動は謹

んでください。 

３ 利用中は、秩序維持、利用者の整理・案内誘導等を確実に行ってくださ

い。 

４ 特別室利用中に発生した事故については、すべて利用者の責任となります
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ので、事故防止には万全を期してください。 

５ 危険物等の持ち込みは一切禁止します。 

６ ペット（盲導犬等補助犬を除く）の持込みは禁止します。 

７ 許可なく施設管理者の施設内で物品の販売や展示、壁や柱あるいは扉への

貼り紙、釘打ち等を行うことは一切禁止します。 

８ やむを得ない理由により利用を中止する場合は、利用予定日の前日の営業

日（ボートレース鳴門の開催日）までに受付に連絡するものとします。 

９ 駐車場は共有施設であり確保や占有はできません。また、満車時に周辺道

路および施設管理者が管理する以外の土地への駐車は一切禁止します。 

１０ 特別室の利用に必要なエリアの外（他の指定席等）への侵入は禁止しま

す。一般のお客様が利用できるエリアは可能です。 

１１ 運営の都合上、スタッフが特別室内に入室する場合があります。 

 

（利用許可および許可の取消） 

第１３条 「利用者情報」に虚偽の記載があった場合や、申し込み後に利用に

ふさわしくない事実が判明した場合、あるいは許可を受けた目的以外に利用

された場合、台風等災害の発生が予想される等の場合には、利用許可を出さ

ないまたは利用許可の取り消しを行うことがあります。 

 

（利用者の管理責任） 

第１４条 会場の保全管理の必要があると判断した場合、施設管理者は利用中

であっても立入ることがあります。また、防災上必要と判断した場合は、機

材等の移動を指示することがあり、利用者はその指示に従わなければなりま

せん。 

 

（荷物の預かりについて） 

第１５条 貴重品、精密機器、生鮮食料品、生き物については、利用中預かり

ません。 

 

（利用者の現況回復の義務） 

第１６条 スタンド内外の建造物・設備・貸出備品等を毀損・紛失・汚損させ

た場合、利用者は、利用前の状態まで現況回復するものとします。 

 

（免責および損害賠償） 

第１７条 利用者の私物の盗難・破損事故および人身事故等すべての事故につ

いては、その原因の如何を問わず、施設管理者は一切の責任を負いません。 

２ 天変地異、関係各省庁からの指導、その他施設管理者の責に帰さない事由
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により利用が中止されたときの損害について、施設管理者は一切の責任を負

いません。 

３ 駐車場は無料で利用できます。ただし、駐車場内での事故または駐車中の

車両に何らかの損害が生じた場合でも施設管理者は一切の責任を負いませ

ん。 

４ 利用者等が建造物・設備・什器・貸出備品等を毀損・紛失等した場合、施

設管理者はその損害に応じて利用者に対し全額賠償請求します。 

５ 利用者が本要綱に違反したことにより施設管理者が損害を被った場合、そ

の損害に対し全額賠償請求します。 

 

（要綱の変更） 

第１８条 要綱の内容は、予告なく変更することがあります。その際には利用者

等に告知するよう努めます。 

 

（施設内での飲食等） 

第１９条 特別室利用中の飲食・飲酒については禁止しておりません。ただ

し、施設内外の設備・備品、その他を破損・汚染・紛失させた場合は、すべ

て利用者の責任で賠償・現況回復するものとします。 

２ 飲酒運転等、法令に違反する行為は絶対に行わないでください。 

 

（個人情報) 

第２０条 施設管理者は、利用者の個人情報を特別室の運営およびサービスの

提供のために利用するものとし、適切な管理に努め、以下の場合等を除いて本

人の承諾なく利用者の個人情報の第三者への開示提供は一切行いません。 

（１）裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合 

（２）利用者の行為が利用要綱に反し、施設管理者の権利、財産やサービス等

を保護するため必要と認められる場合 

（３）人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必

要性がある場合 

 

（遺失物の扱い） 

第２１条 施設内での遺失物は、原則、利用日から一時保管したのち、警察に

届けることとします。 

 

（喫煙） 

第２２条 特別室での喫煙は一切できません。 

２ ボートレース鳴門の敷地内での喫煙は、指定された場所のみ可能となりま



7 

 

す。厳守してください。 

 

（その他） 

第２３条 利用者への電話、ＦＡＸ等の取次ぎはしません。 

２ 利用の承認を受けた施設以外の場所には立ち入らないでください。 

３ その他、この要綱に定めのない事項については、事前に担当部署に相談の

上、指示に従ってください。 

４ 本要綱に定めのない事項および運営上必要な事項は、別途細則等で施設管

理者が定めるものとします。 

５ 施設管理者は、随時本要綱を改定することができ、その効力は全ての利用

者に及ぶものとします。なお、利用者はその改定に関して、施設管理者に何

ら異議を申し立てることはできません。 

６ 本要綱およびその細則等に関する一切の紛争は、徳島地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行します。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行します。 

 


